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(54)【発明の名称】 可撓性可変内視鏡

(57)【要約】
【目的】  コイルの曲げ剛性変化により可撓管部の可撓
性を変化させる内視鏡において、コイルに対する不慮の
操作不能状態や、コイルと他の内視鏡内蔵物の干渉を防
ぐ。
【構成】  挿入部に可撓性を有する可撓管部を備えた内
視鏡において、可撓管部内に設けた、自由状態で直線状
をなし軸線方向への伸縮により曲げ剛性を変化させる筒
状のコイル体；該コイル体の外面を囲繞し、該コイル体
の一端部に当接する底面部と該コイル体の他端部が位置
する開口部を有する有底筒状のコイル収納管；該コイル
収納管の開口部に設けた、コイル体に係合するコイル押
圧部材；及び、該コイル押圧部材をコイル体の軸線方向
に正逆方向に移動させて、コイル収納管の底面部と該コ
イル押圧部材との間に挟まれている該コイル体の圧縮度
を変化させる押圧部材駆動機構；を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  挿入部に可撓性を有する可撓管部を備え
た内視鏡において、
上記可撓管部内に設けた、自由状態で直線状をなし軸線
方向への伸縮により曲げ剛性を変化させる筒状のコイル
体；該コイル体の外面を囲繞し、該コイル体の一端部に
当接する底面部と該コイル体の他端部が位置する開口部
を有する有底筒状のコイル収納管；該コイル収納管の開
口部に設けた、上記コイル体に係合するコイル押圧部
材；及び該コイル押圧部材をコイル体の軸線方向に正逆
方向に移動させて、上記コイル収納管の底面部と該コイ
ル押圧部材との間に挟まれている該コイル体の圧縮度を
変化させる押圧部材駆動機構；を備えたことを特徴とす
る可撓性可変内視鏡。
【請求項２】  請求項１記載の可撓性可変内視鏡におい
て、上記押圧部材駆動機構は、
上記コイル体の軸線方向に延設した、外面にねじを有す
るリードスクリュー；上記コイル押圧部材に形成した、
該リードスクリューのねじが螺合するねじ孔；該コイル
押圧部材をコイル体の軸線方向に直進案内する直進案内
部材；及び上記リードスクリューを正逆方向に回動さ
せ、直進案内された上記コイル押圧部材を上記ねじとね
じ孔に従ってコイル体の軸線方向に進退させるスクリュ
ー駆動手段；を有する可撓性可変内視鏡。
【請求項３】  請求項２記載の可撓性可変内視鏡におい
て、上記スクリュー駆動手段は正逆駆動モータである可
撓性可変内視鏡。
【請求項４】  請求項２記載の可撓性可変内視鏡におい
て、上記スクリュー駆動手段は手動操作ノブである可撓
性可変内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】本発明は、可撓管部の可撓性を変化させる
ことが可能な可撓性可変内視鏡に関する。
【０００２】
【従来技術及びその問題点】医療用や工業用の内視鏡
は、屈曲した経路の観察対象内への挿入を容易にするべ
く挿入部に可撓性を有する可撓管部を設けているが、さ
らに挿入作業性を良くするために、この可撓管部の可撓
性（曲げ剛性、曲げ硬度）を可変とさせるタイプの内視
鏡が提案されている。このタイプの内視鏡は、例えば、
大腸への挿入時においてＳ字結腸部分を通すときは可撓
管部を硬化させ、Ｓ字結腸の通過後に可撓管部を軟化さ
せるといった態様で使用される。
【０００３】可撓管部の可撓性を変化させるための手段
としては、例えば、自由状態で直線状の筒状をなすコイ
ルを可撓管部内に挿入し、このコイルの圧縮度を変化さ
せるものが知られている。この種のコイルは、圧縮すれ
ば曲がりにくくなり、伸ばせば曲がりやすくなるので、
該コイルの圧縮度を変化させることによって可撓管部の
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可撓性を変化させることができる。
【０００４】コイルを伸縮させる手段として、筒状をな
すコイルの中心部に牽引用のワイヤを挿通させ、該ワイ
ヤの先端部をコイル先端部に固定したものが知られてい
る。図７は、この従来のコイル操作構造の概略を示した
ものであり、内視鏡１００の可撓管部１０１内には筒状
のコイル１０２が配設されている。コイル１０２の基端
部は、可撓管部１０１に対して固定されたストッパ１０
３に固定されており、先端部は可撓管部１０１に対して
フリーになっている。コイル１０２の中心部にはコイル
牽引ワイヤ１０４が挿通され、該コイル牽引ワイヤ１０
４の先端部に設けたコイル押圧部１０５が、コイル１０
２の先端部に対して固定されている。コイル牽引ワイヤ
１０４の基端部側は、コイル１０２から突出してドラム
１０６に巻回されている。ドラム１０６は回動中心軸１
０７によって正逆方向に回動可能に支持されており、ド
ラムギヤ１０８等からなる駆動機構を介して、内視鏡外
部から任意に回動操作することができる。ドラム１０６
を図７の反時計方向に回動させると、コイル牽引ワイヤ
１０４が該ドラム１０６に巻き取られて牽引され、コイ
ル押圧部１０５がコイル１０２の先端部を押し込む。す
ると、基端部側がストッパ１０３に固定されたコイル１
０２は圧縮されて曲げ剛性が大きくなり（硬くなり）、
その結果、コイル１０２を内蔵する可撓管部１０１が硬
化される。該硬化状態からドラム１０６を図７の時計方
向に回動させると、コイル牽引ワイヤ１０４が弛緩され
てコイル１０２の圧縮が解除される。コイル１０２が自
由状態になるまで伸びると、曲げ剛性は最小になる。
【０００５】以上のようなコイル操作構造では、コイル
の圧縮度を操作するためにワイヤを用いているが、ワイ
ヤに張力を与える際に引張強度の限界以上になった場合
や、経年使用による金属疲労が生じた場合にワイヤが切
断してしまうおそれがある。ワイヤが切断すると可撓管
部の可撓性が急激に変化し、例えば医療用内視鏡の臨床
使用時にこのような可撓性の急激な変化が生じると、そ
の反動で体腔内を損傷するおそれがある。
【０００６】また、コイルは、圧縮する際に一部がその
中心軸から径方向に逸脱する、いわゆる座屈を生じるお
それがある。コイルが座屈を生じると、コイルを構成す
る一部のループ状部が径方向に突出して、隣接する別の
内視鏡内蔵物に接触したり噛み込みんで、その結果、こ
の内蔵物を損傷させる可能性がある。
【０００７】
【発明の目的】本発明は、コイルの曲げ剛性変化により
可撓管部の可撓性を変化させる内視鏡において、コイル
に対する不慮の操作不能状態や、コイルと他の内視鏡内
蔵物の干渉が生じない可撓性可変内視鏡を提供すること
を目的とする。
【０００８】
【発明の概要】以上の目的を達成するための本発明は、
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挿入部に可撓性を有する可撓管部を備えた内視鏡におい
て、可撓管部内に設けた、自由状態で直線状をなし軸線
方向への伸縮により曲げ剛性を変化させる筒状のコイル
体；該コイル体の外面を囲繞し、該コイル体の一端部に
当接する底面部と該コイル体の他端部が位置する開口部
を有する有底筒状のコイル収納管；該コイル収納管の開
口部に設けられ、コイル体に係合するコイル押圧部材；
及び、該コイル押圧部材をコイル体の軸線方向に正逆方
向に移動させて、コイル収納管の底面部と該コイル押圧
部材との間に挟まれている該コイル体の圧縮度を変化さ
せる押圧部材駆動機構；を備えたことを特徴とする。
【０００９】押圧部材駆動機構として、例えば、コイル
体の軸線方向に延設され外面にねじを有するリードスク
リューと、コイル押圧部材に形成した、該リードスクリ
ューのねじが螺合するねじ孔と、該コイル押圧部材をコ
イル体の軸線方向に直進案内する直進案内部材と、リー
ドスクリューを正逆方向に回動させ、直進案内されたコ
イル押圧部材をねじとねじ孔に従ってコイル体の軸線方
向に進退させるスクリュー駆動手段とを備えた態様とす
ることができる。
【００１０】この場合、スクリュー駆動手段は正逆駆動
モータ、あるいは手動操作ノブとすることができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】図１ないし図５を参照して、本発
明による可撓性可変内視鏡の一実施形態を説明する。図
１に示す電子内視鏡１０は医療用の内視鏡であり、体腔
内に挿入される挿入部１１とその基部側に接続された操
作部１２を有している。挿入部１１は、先端側から順に
先端部１３、湾曲部１４及び可撓管部１５を有してお
り、さらに可撓管部１５が連結部１６を介して操作部１
２に接続している。
【００１２】先端部１３は、硬性部材からなる先端部本
体（不図示）を有し、この先端部本体に、図示しない対
物レンズ保持孔、配光レンズ保持孔、送気送水チャンネ
ル出口、処置具挿通チャンネル出口等が形成されてい
る。対物レンズ保持孔と配光レンズ保持孔には、結像用
の対物レンズと照明用の配光レンズが保持されている。
【００１３】湾曲部１４内には、相対回動可能に連結さ
れた複数の節輪（湾曲駒）からなる節輪アッセンブリー
が設けられている。操作部１２に設けた湾曲操作ノブ２
０Ａ、２０Ｂを回動操作することによって、不図示の複
数の湾曲操作ワイヤが牽引または弛緩されて、該節輪ア
ッセンブリーを構成する各節輪を相対回動させる。する
と、湾曲部１４が湾曲される。具体的には、湾曲操作ノ
ブ２０Ａを正逆方向に回動操作すると、一対の湾曲操作
ワイヤを介して湾曲部１４が左右方向に湾曲し、湾曲操
作ノブ２０Ｂを正逆方向に回動操作すると、別の一対の
湾曲操作ワイヤを介して湾曲部１４は上下方向に湾曲す
る。さらに、湾曲部１４の湾曲状態は、ロックノブ２１
Ａやロックレバー２１Ｂを操作することによって固定さ
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せることが可能である。
【００１４】操作部１２からはユニバーサルチューブ２
３が延出されており、該ユニバーサルチューブ２３の末
端には、不図示のプロセッサに接続するコネクタ部２４
が設けられている。コネクタ部２４には、不図示の画像
信号伝送用ケーブルやライトガイドファイババンドルの
端部、送気チャンネルや送水チャンネルの入口部等が設
けられており、コネクタ部２４をプロセッサに接続する
ことによって、これらの各部は、プロセッサ側の画像処
理装置、光源及び送気送水源に接続される。
【００１５】先端部１３内には、対物レンズの背後にＣ
ＣＤが設けられており、対物レンズから該ＣＣＤの受光
面に入った観察対象の像は光電変換され、ＣＣＤからユ
ニバーサルチューブ２３のコネクタ部２４まで配設され
た前述の画像信号伝送用ケーブルを介して、電子画像と
してプロセッサに送られる。プロセッサでは、電子画像
をモニタに表示したり画像記録媒体に記録することがで
きる。操作部１２には、画像処理関連の遠隔操作を行う
ための複数のリモート操作ボタンスイッチ２５が設けら
れている。また、配光レンズには、ユニバーサルチュー
ブ２３のコネクタ部２４から先端部１３まで配設された
前述のライトガイドファイババンドルを介して、プロセ
ッサに設けた光源からの照明光が与えられる。
【００１６】操作部１２には、リモート操作ボタンスイ
ッチ２５の近傍位置に送気送水ボタン２６が設けられて
いる。送気送水ボタン２６を押し込むと、プロセッサ側
に設けた送水源と内視鏡内に設けた送水チャンネルが連
通し、該送水チャンネル内に送水される。先端部１３に
設けた送水チャンネルの出口には対物レンズに向けてノ
ズルが設けられていて、送水チャンネルに送られた洗浄
水などの液体は、該ノズルから対物レンズへ向けて噴出
され、対物レンズを洗浄する。また、送気送水ボタン２
６の上面には図示しない孔が設けられており、この孔を
塞ぐと、プロセッサ側に設けた送気源の正圧が内視鏡内
の送気チャンネルに作用して、該送気チャンネルの出口
へ空気が送られる。送水チャンネルと同様に、先端部１
３に設けた送気チャンネルの出口には対物レンズに向け
てノズルが設けられていて、送気チャンネルに空気が送
られると、該ノズルから対物レンズへ向けて空気が噴出
し、対物レンズに付着した洗浄水の水滴や、体液などそ
の他の液体の水滴を除去することができる。
【００１７】電子内視鏡１０の連結部１６には、鉗子や
高周波焼灼処置具といった処置具を挿入するための処置
具挿入口突起２７が設けられており、該処置具挿入口突
起２７から内視鏡内方に向けて、処置具挿通チャンネル
２８（図２）が延設されている。処置具挿通チャンネル
２８は、先端部１３に形成した処置具挿通チャンネル出
口に接続しており、処置具挿入口突起２７から挿入され
た処置具は、処置具挿通チャンネル２８を通して処置具
挿通チャンネル出口から突出させることができる。ま



(4) 特開２００２－３６０５０５

10

20

30

40

50

5
た、処置具挿通チャンネル２８には吸引チューブ２９が
接続しており、この吸引チューブ２９は、電子内視鏡１
０の外部に設けた図示されない負圧源（吸引源）に接続
されている。よって、処置具挿通チャンネル２８に対し
ては、処置具挿入口突起２７を介して鉗子や高周波焼灼
処置具等の処置具を挿入することと、吸引チューブ２９
を介して負圧源から負圧をかけることが可能である。処
置具挿通チャンネル２８を処置具の挿通管路として使用
する場合は、処置具挿入口突起２７を介して挿入された
処置具は、処置具挿通チャンネル出口から突出される。
一方、処置具挿通チャンネル２８を吸引用の管路として
使用するときには、操作部１２に設けた吸引ボタン３０
を押圧する。すると、負圧源側の管路と処置具挿通チャ
ンネルが連通されて、負圧が処置具挿通チャンネル２８
に作用し、処置具挿通チャンネル出口から体液等の流体
を吸引することができる。
【００１８】前述のように、湾曲部１４は湾曲操作ノブ
２０Ａ、２０Ｂの操作によって任意に曲げることがで
き、可撓管部１５も可撓性を有している。この湾曲部１
４や可撓管部１５内に位置する前述の内蔵物、すなわ
ち、処置具挿通チャンネル２８、画像信号伝送用ケーブ
ル、ライトガイドファイババンドル、送気チャンネル、
送水チャンネル等は、湾曲部１４の湾曲操作や可撓管部
１５の変形に対応するように可撓性を有している。本実
施形態の電子内視鏡１０では、以下に説明するように、
この可撓管部１５の可撓性（曲げ剛性）を変化させるこ
とが可能である。
【００１９】可撓管部１５は、可撓性を有する可撓管３
１（図２）によってその外形が構成されている。可撓管
３１は、最も外側がポリウレタン等からなる外皮で覆わ
れ、その内側に強度を確保するための螺旋管等が重ねら
れた構造となっており、非通水性と一定の曲げ剛性を備
えている。可撓管３１の基端部側（操作部１２側）の一
部領域は、円錐状の折れ止めゴム管３２によって覆われ
ている。可撓管３１のうち、この折れ止めゴム管３２で
覆われる部分は、観察対象内に挿入されない連結部１６
を構成しており、可撓管３１が過度に曲がらないように
折れ止めゴム管３２によって規制される。
【００２０】図２に示すように、可撓管３１の内側に
は、処置具挿通チャンネル２８や前述したその他の内蔵
物に加えて、可撓管部１５の長手方向に向けてコイル
（コイル体）３５が配されている。鋼線を巻回して形成
されたコイル３５は、自由状態で直線筒状の形態を有し
ており、その軸線方向に伸縮可能である。
【００２１】このコイル３５は、可撓管部１５内に配設
された可撓性チューブ（コイル収納管）３６の内部に収
納されている。可撓性チューブ３６は、合成樹脂等の可
撓性を備えた材料からなっており、チューブ固定部材３
８（図２）を介して操作部１２側の内視鏡本体内に固定
されている。図４に示すように、可撓性チューブ３６の
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内径サイズはコイル３５の外径サイズよりも若干大き
く、コイル３５は、可撓性チューブ３６内で軸線方向へ
伸縮することができる。
【００２２】可撓性チューブ３６のうち、可撓管部１５
と湾曲部１４の接続部付近まで延設された先端部は、コ
イルストッパ（底面部）３７によって塞がれており、該
コイルストッパ３７に対してコイル３５の先端部が当接
している。つまり、可撓性チューブ３６は、コイルスト
ッパ３７によって先端部が閉じられた有底の筒状をなし
ており、この閉じられた先端部によって、挿入部１１の
先端方向へのコイル３５の移動を規制している。
【００２３】一方、図４に示すように、可撓性チューブ
３６のうち、操作部１２（連結部１６）側に位置する基
端部は開口部となっており、該可撓性チューブ３６の開
放端部には、前述したチューブ固定部材３８に固定され
た直進案内部材４０が設けられている。直進案内部材４
０は、可撓性チューブ３６の端部を覆う有底円筒状の部
材であり、その内周面にコイル３５の軸線方向に向けて
直進ガイドキー（直進案内部材）４０ａが固定され、底
面部には貫通孔４０ｂが形成されている。操作部１２内
にはまた、モータ保持部材４６を介して正逆駆動モータ
４４が固定されており、該正逆駆動モータ４４から延出
したリードスクリュー４５は、直進案内部材４０に形成
した貫通孔４０ｂを通して、直進案内部材４０及び可撓
性チューブ３６の内部まで延設されている。リードスク
リュー４５には、この直進案内部材４０及び可撓性チュ
ーブ３６内への挿入部分の外周面にねじ部４５ａが形成
されており、該ねじ部４５ａは、コイル押圧部材４１に
形成したねじ孔４１ａに対して螺合している。コイル押
圧部材４１は、直進案内部材４０に設けた前述の直進ガ
イドキー４０ａに係合するキー溝４１ｂを有し、この直
進ガイドキー４０ａとキー溝４１ｂの関係によって、コ
イル３５の軸線方向に直進移動可能に支持されていて、
該コイル３５の端部に当接している。換言すれば、コイ
ル３５は、可撓性チューブ３６の先端側に固定されたコ
イルストッパ３７と、基端側に移動可能に設けたコイル
押圧部材４１とによって両端部が挟まれている。
【００２４】リードスクリュー４５は正逆駆動モータ４
４によって正逆方向に回動され、該リードスクリュー４
５が回動すると、そのねじ部４５ａによってコイル押圧
部材４１のねじ孔４１ａに力が加わる。ここで、コイル
押圧部材４１は、直進ガイドキー４０ａとキー溝４１ｂ
によって回転規制されているため、リードスクリュー４
５と共回りせずに、ねじ部４５ａとねじ孔４１ａとの関
係によってコイル３５の軸線方向に進退する。
【００２５】操作部１２には、一対のモータ操作ボタン
４７、４８が設けられており、該一対のモータ操作ボタ
ン４７、４８は、モータ制御回路４９に接続している。
モータ制御回路４９は、一対のモータ操作ボタン４７、
４８の一方を押圧すると正逆駆動モータ４４を正転さ
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せ、他方を押圧すると正逆駆動モータ４４を逆転させ
る。正逆駆動モータ４４が駆動されるのは、モータ操作
ボタン４７、４８を押圧している間であり、押圧解除す
ると正逆駆動モータ４４は停止する。
【００２６】以上の可撓性可変内視鏡において、可撓管
部１５の可撓性を調整する態様を説明する。コイル３５
が自由状態にあるとき、可撓性チューブ３６の開口部側
に位置するコイル押圧部材４１は、該可撓性チューブ３
６の反対側に設けたコイルストッパ３７から最も離れた
位置にある。コイル３５は、圧縮されると曲がりにくく
（硬く）なり、伸ばされると（圧縮を解除すると）曲が
りやすく（柔らかく）なる特性を有しているが、この自
由状態では圧縮されていないため曲げ剛性は最小であ
り、したがって可撓管部１５が最も柔軟になっている。
【００２７】この状態からモータ操作ボタン４７または
４８を操作して正逆駆動モータ４４を駆動し、リードス
クリュー４５を介してコイル押圧部材４１を挿入部１１
の先端方向（図４の右方）へ移動させると、該コイル押
圧部材４１がコイル３５を押圧する。前述の通り、コイ
ル３５の先端部は、コイルストッパ３７によって挿入部
１１の先端方向への移動が規制されているため、基端部
側が押圧されたコイル３５は、コイル押圧部材４１の移
動量に応じた分だけ可撓チューブ３６内で圧縮される。
圧縮されたコイル３５は自由状態に比して曲げ剛性が増
し、その結果、該コイル３５を内部に位置させている可
撓管部１５が硬化される。
【００２８】コイル３５の圧縮度、すなわち曲げ剛性
は、モータ操作ボタン４７、４８の操作時間によって任
意に調整することが可能である。例えば、モータ操作ボ
タン４７を硬化用の操作ボタン、モータ操作ボタン４８
を軟化用の操作ボタンと設定した場合、可撓管部１５の
可撓性が操作者の理想とする硬さに対して不足するとき
には、硬化用のモータ操作ボタン４７を押圧してコイル
３５をさらに硬化させればよい。逆に、コイル３５が硬
すぎるときには、軟化用のモータ操作ボタン４８を適宜
押圧操作すればよい。モータ操作ボタン４７または４８
の押圧を解除して正逆駆動モータ４４が停止した状態で
は、リードスクリュー４５の回転が規制されるのでコイ
ル押圧部材４１は固定され、コイル３５の曲げ剛性は一
定に保たれる。さらに、観察対象への挿入部１１の挿入
が完了して可撓管部１５の硬化状態を解除する際には、
軟化用のモータ操作ボタン４８を押し続けて、コイル押
圧部材４１をコイルストッパ３７から離隔する方向へ移
動させ、コイル３５の自由状態に戻せばよい。モータ制
御回路４９は、コイル３５が自由状態に復帰したときに
は、モータ操作ボタン４８の押圧状態に関係なく正逆駆
動モータ４４を停止させる。このようなモータ停止制御
は、周知の技術によって行うことが可能である。
【００２９】以上のように、本実施形態の内視鏡では、
可撓管部１５の可撓性を変化させることが可能であり、
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特に次の利点がある。まず、コイル３５の圧縮度を変化
させるための手段として、コイルストッパ３７との間に
コイル３５を挟むコイル押圧部材４１を用いたので、図
７に示すようなコイル牽引用ワイヤが不要である。した
がって、コイル牽引用ワイヤが切断して操作不能となる
おそれがなく、操作者の意思に反して可撓管部の可撓性
が急に変化するといった不具合は生じない。
【００３０】また、コイル３５を可撓性チューブ３６の
内部に収納したため、該コイル３５の径方向へのずれ
は、可撓性チューブ３６によって防がれる。特に、本実
施形態では、コイル３５の中心部にコイル牽引用のワイ
ヤを挿通せず、該コイル３５の内側から座屈を防ぐ構造
にはなっていないため、コイル３５を可撓性チューブ３
６内に収納して座屈を防ぐことが有効である。また、コ
イル３５を可撓性チューブ３６で覆ったため、コイル３
５が直接に他の内視鏡内蔵物に接触することがなく、コ
イル３５が他の内蔵物を噛み込んでしまうおそれがな
い。
【００３１】このように、可撓性チューブ３６は、他の
内視鏡内蔵物に対するコイル３５の干渉を防ぐべく機能
するが、さらに、コイルストッパ３７によって該コイル
３５の先端部位置を規制する機能も備えている。例え
ば、図示実施形態とは異なり、可撓性チューブ３６がコ
イルストッパ３７のような底部を備えない場合を想定す
ると、コイル３５の先端位置が規制されないため、コイ
ル押圧部材４１によって押圧してもコイル全体が移動し
てしまい、コイル３５を圧縮させることができない。こ
れに対し、実施形態のようにコイルストッパ３７を備え
た可撓性チューブ３６では、コイル押圧部材４１によっ
てコイル３５を押圧したときに、該コイル３５を確実に
圧縮させることができる。
【００３２】図６は、本発明の異なる実施形態を示して
いる。この実施形態では、リードスクリュー４５を回転
させるための駆動手段が前述の実施形態と異なってお
り、具体的には、正逆駆動モータに代えて手動操作ノブ
５１によってリードスクリュー４５を回動させる。手動
操作ノブ５１は内視鏡の外面に位置する操作部材であ
り、内視鏡の外装材５２に形成した貫通孔を通して、操
作部１２内にリードスクリュー４５を延出させている。
この手動操作ノブ５１を正逆方向に回動操作することに
よってリードスクリュー４５が正逆方向に回転する。そ
の結果、コイル押圧部材４１が移動してコイル３５の圧
縮度を変化させることができる。なお、図６では、手動
操作ノブ５１とリードスクリュー４５を直結して表して
いるが、両者の間にギヤ等を介在させることも可能であ
る。
【００３３】
【発明の効果】以上から明らかなように、本発明によれ
ば、コイルの曲げ剛性変化により可撓管部の可撓性を変
化させる内視鏡において、コイルに対する不慮の操作不
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能状態や、他の内視鏡内蔵物に対するコイルの干渉とい
った不具合を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用した可撓性可変内視鏡の全体図で
ある。
【図２】図１の内視鏡における可撓性調整用のコイルの
基端部付近を示す、側方から見た断面図である。
【図３】図２に示す可撓性調整用コイルの先端付近を示
す図である
【図４】図２に示す可撓性調整用のコイルの全体と、該
コイルの圧縮度を変化させる機構の一実施形態を示す、
側方から見た断面図である。
【図５】図４のV-V断面線に沿って示す、コイル押圧部
材周辺の断面図である。
【図６】図４の正逆駆動モータに代えて手動操作ノブを
設けた実施形態を示す図である。
【図７】本発明の実施形態に対する比較例として、従来
のワイヤ牽引タイプによるコイル操作機構を表す図であ
る。
【符号の説明】
１０  電子内視鏡
１１  挿入部
１２  操作部
１３  先端部
１４  湾曲部
１５  可撓管部
１６  連結部
２０Ａ  ２０Ｂ  湾曲操作ノブ *
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*２１Ａ  ロックノブ
２１Ｂ  ロックレバー
２３  ユニバーサルチューブ
２４  コネクタ部
２５  リモート操作ボタンスイッチ
２６  送気送水ボタン
２７  処置具挿入口突起
２８  処置具挿通チャンネル
２９  吸引チューブ
３０  吸引ボタン
３１  可撓管
３２  折れ止めゴム管
３５  コイル（コイル体）
３６  可撓性チューブ（コイル収納管）
３７  コイルストッパ（底面部）
３８  チューブ固定部材
４０  直進案内部材
４０ａ  直進ガイドキー（直進案内部材）
４０ｂ  貫通孔
４１  コイル押圧部材
４１ａ  ねじ孔
４１ｂ  キー溝
４４  正逆駆動モータ
４５  リードスクリュー
４５ａ  ねじ部
４７  ４８  モータ操作ボタン
４９  モータ制御回路
５１  手動操作ノブ

【図１】 【図３】

【図５】
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